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木

村

艀

雄

(

一
)

縄
宗
臭
上
、
清
規
成
立
の
意
義

は
極
め

て
重
要
で
あ

る
。
從
來
多
く
は
律
寺
中
の

一
院
た
る
に
過
ぎ
な
か

つ
た
藤

院
を
別
立
し
、
猫
自

の
清
規

を
制
定
し
、
以

て
修
灘
読
法
の
道
場
と
し
て
の
理
想
を
始
め

て
實
現
し
得
た
の
で
あ

つ

て
、
藪
に
名
實
共
に
灘
宗

の
濁
立
を
見
た
の
で
あ
る
。
清
規
の
租
と
仰
が

る
～
百
丈
懐
海
繹
師
の
功
績
は
子
孫
の
永

く
忘
却
し
得
ざ

る
所

で
あ

る
。

さ
て
、
現
存
の
清
規
書
は
支
那

に
於

て
撰
述
さ
れ
た
も
の

、
み
に
て
も
十
指
を
屈
す

る
に
足
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
最
古
の
規
條
、
帥
ち
百
丈
灘
師
御
自
身
に
よ
り
て
行
は
れ
た
灘
宗
最
初
の
清
規
は
如
何
な

る
も

の
で
あ

つ
た
ら
う

か
。
そ
の
精
紳
は
後
世

の
清
規
書

の
中

に
如
何
な

る
程
度
に
ま
で
保
存

さ
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
又
現
存

の
諸
清

規
よ
り
如
何
な

る
程
度

に
ま

で
復
原
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
是
等

の
黙
は
吾
人

の
最
も
知
ら
ん
と
欲
す
る
所

で
あ
る

が
、
そ
の
前

に

一
の
問
題
が
提
供
さ
れ
得
る
と
思
ふ
の
で
あ

る
。

.古
來
百
丈
羅

師
自
身

の
制
定

せ
ら

る
～
所
を
編
纂

せ
る
清
規
書
が
存
在
し
、
輝
苑
清
規
以
下
現
存
清
規
書
の
墓
礎
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と
な

つ
た
の
で
あ

る
が
、
今

日
で
は
不
幸
に
し
て
散
供
し
、

只
翰
林
學
士
楊
億
の
書
い
た
序
文
の
み
が
傳

つ
て
ゐ
る

と
言

ふ
の
が
今

日

一
般

に
信
ぜ
ら
る

～
所
で
あ
る
。
こ
れ
所
謂

「
古
清
規
」
と
繕

せ
ら

る
、
も
の
で
あ

る
。
し
か
し

な
が
ら
、
通
説
の
如
く
古
清
規
本
が
事
實
編
纂

さ
れ
た
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、

「
有

旧
一
日
不
レ作

一
日
不
レ食
之
言
噸。

流
昌播
簑
宇
奥

」
(
租
堂
集
巻
第
十
四
)
と
傳

へ
ら
れ
、
「
灘
門
濁
行
。
由
首

丈
之
始
一」
(
傳
燈
録
)
と
稽
せ
ら
る

、
百

丈
輝
師

の
各
聲
と
権
威

の
下
に
編
纂
さ
れ
た
清
規
書
が
、
何
故

に
か
く
も
易
々
と
散
秩
し
去

つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

佛
典
租
録
の
散
供
は
、
支
那
に
於

て
は
固
よ
り
珍
し
い
事
で
は
な

い
が
、
古
清
規

の
序
を
書

い
た
と
言
は
れ
る
楊
億

は
、
叉
景
徳
傅
燈
録
を
制
定
し
之
に
序
を
書

い
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
其
後
正
に
百
年
に
し
て
灘
苑
清
規
が
編
纂
せ

ら
れ
た
時
に
は
、
巳
に
資
料
と
見
る
可
き
も
の
は
存
在
し
な
か

つ
た
と
信
す
可
き
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
あ

ま
り
に
速
か
に
失
す
る
と
言

ふ
可
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
百
丈
繹
師
が
清
規

の
創
始
者
た
る
事
は
傳
燈
録

の
記
事
に

よ
つ
て
確
實

で
あ
ゆ
、
そ
の
功
績

は
不
朽

で
あ

る
が
、
古
清
規
本
が
果
し

て
編
纂
刊
行
さ
れ
た
か
如
何
か
、
私
は
そ

の
散
供

の
あ
ま
り
に
速
か
な
る
に

一
黙
の
疑
を
抱
き
、
微
力
な
が
ら

一
鷹

の
槍
討
を
試

み
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

(
二
)

嘗
て
古
清
規
本
が
嚢

さ
れ
た
と
云
棄

は

一
般
に
灘

と
な
つ
て
ゐ
菖

拘
は
享

・
そ
の
妻

を
明
確
に
記

録
す
る
交
献
は
、
、
支
那
に
於
て
は
唯

一
つ
を
除
き
絶
無

で
あ

る
。
そ
の

一
つ
と
は
言
ふ
迄
も
な
く
、
勅
修
百
丈
清

規

の
霧
末

に
牧
め
ら
る

、

「
古
清
規
序
楊
億

述
」

な
る

一
文
の
存
在

で
あ

る
。
所
謂
楊
億

の
序
と
し
て
有
名
な

る
文

古

清

規

考

(
ご
)

'
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(
三
)

章
で
あ

つ
て
、
之
が
古
清
規
本
の
存
在
を
實
謹
す
る
最
も
有
力
な

る
も
の
と
さ
れ
る
。

一
交
の
内
容
を
窺

ふ
に
簡
潔

な
る
交
膿

の
中

に
、
清
規
成
立
の
由
來
と
古
清
規
の
大
綱
を
叙
し
て
、
能
く
初
期
灘
林

の
純

一
に
し
て
濃
渕
た

る
面

影
を
傳
ふ
る
名
文

で
あ

る
。

然

る
に
、

「
古
清
規
序
」

と
同
交
の
も
の
が
古
來
他

に
二
文
を
存
し
、
併

せ
て
三
本
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の

一
は
、
景
徳
傳
燈
録
巻
第
六
百
丈
懐
海
灘
師

の
項
末

に

「
灘
門
規
式
」
な

る
標
題
下
に
牧

め
ら
る

～
も

の
が

そ
れ
で
あ

つ
て
、
固
よ
り
楊
億

の
序
と
は
記
さ
れ
て
居
な

い
。
而
し
て
爾
後
の
吏
傳
は
、
百
丈
暉
師
清
規
制
定
に
關②

す
る
限
り
、
悉
く
此
の
記
録

に
依
嫉

し
て
大
要
若
く
は

一
部
を
引
用
し
、
こ
れ
以
外

に
は

一
歩
も
出

て
ゐ
な

い
。
宋

高
僧
傳

、
僧
史
略
、
佛
祀
統
記
、
佛
祀
歴
代
通
載
、
繹
氏
稽
古
署
皆
然
り
で
あ

つ
て
、
古
來
こ
の

一
文
が
唯

一
無

二

の
資
料
な

る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
そ
の
二
は
現
存
清
規
中

の
最
古
の
編
纂

に
か

～
る
灘
苑
清
規
第
十
巻

に
牧
め
ら
る

、

「
百
丈
規
縄
頚
」

が
そ
れ
で
あ

つ
て
、

こ

、
に
は
前
述
の
灘
門
規
式
の
全
文
を
牧
録
し
、
そ
の

一
段
落
毎
に
碩
を

附
し
た
も
の
で
あ
る
。
灘
苑
清
規
は
宋

の
徽
宗

の
崇
寧

二
年

の
編

に
か

、
り
、
傳
燈
録

の
上
梓
さ
れ
た
景
徳
元
年
よ

り
正
に
僅

々
百
年
後
で
あ
る
。
然

る
に
傳
燈
録
中

の
麗
門
規
式

の
全
文
を
牧
め
、
之
に
碩
を
附
し
て
奪
重
す

る
が
如

き
は
、
古
清
規

に
關
し
て
は
當
時
己
に
他
に
資
料

の
絶
無
な
り
し
事
を
示
す
も
の
で
あ

つ
て
、
古
清
規
本
が
よ
し
存

在

せ
り
と
す
る
も
、
灘
苑
清
規

の
編
者
は
之
を
見

て
居
な
い
と
断
定
し
て
差
支

へ
な

い
と
思

ふ
。
第
三
が
帥
ち
勅
修

清
規

に
牧
録
さ
る

、

「
古
清
規
序
」

で
あ

る
。
以
上
三
本
を
比
較
す
る
に
第

一
と
第

一,一は
益
く
同
文
と
言

つ
て
よ
く
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第
三
の
み
が
稽

々
異

る
特
色
を
有
す
る
。
今
封
照
の
便
を
得
る
爲
め

に
、
第

一
の
灘
門
規
式

の
全
文
を
煩
を
厭
は
す

衣

に
掲
げ

て
見

る
事
と
す

る
。

(
便
宜
上
第

一
を
傳

燈
本
、
第

二
を
灘
苑
本
、
第
三
を
勅
修
本
と
呼
ぶ
事
と
す
る
。
)

灘
門
規
式

百
丈
大
智
灘
師
。
以
灘
宗
肇
自
少
室
。
至
曹
漢
以
來
。
多
居
律
寺
。
錐
別
院
然
於
読
法
住
持
未
合
規
度
故
。
常
爾

介
懐
。
乃
日
。
粗
之
道
欲
誕
布
化
元
。
翼

來
際
不
混
者
。
量
當
與
諸
部
阿
笈
摩
敏
爲
随
行
耶

薦
嚇
囎
嗣
喰
新
云
阿
笈
摩

即
小
乗
教
也
。

或
日
。
喩
伽
論
理
路
経
。
是
大
乗
戒
律
。
胡
不
依
随
哉
。
師

日
。
吾
所
宗
非
局
大
小
乗
。
非
異
大
小
乗
。
當
博
約

折
中

設
於
制
範
務
其
宜
也
。
於
是
創
意
別
立
暉
居
。
凡
具
道
眼
有
可
奪
之
徳
者
。
號
日
長
老
。
如
西
域
道
高
臓
長

呼
須
菩
提
等
之
謂
也
。
既
爲
化
圭
即

庭
干
方
丈
。
同
澤
名
之
室
。
非
私
疲
之
室
也
。
不
立
佛
殿
唯
樹

法
堂
者
。
表

佛
租
親
囑
授
當
代
爲
尊
也
。
所
褒
學
衆
無
多
少
無
高
下
。
霊
入
僧
堂
中
依
夏
次
安
排
。
設
長
連
床
施
髄
架
。
掛
堵

道
具
。
臥
必

斜
枕
床
唇
。
右
脅
吉
群
睡
者
。
以
其
坐
職
既
久
。
略
幅
息
而
巳
。
具
四
威
儀
也
。
除
入
室
請
盆
。
任

學
者
勤
怠
。
或
上
或
下
不
拘
常
准
。
其
闊
院
大
衆
朝
屡
夕
聚
。
長
老
上
堂
陞
坐
。
圭
事
徒
衆
雁

立
側
聡
。
賓
圭
問
'

醇
激
揚
宗
要
者
。
示
依
法
而
住
也
。
齋
粥
随
宜

二
時
均
癒
者
。
務
干
節
倹
。
表
法
食
墜
蓮
也
。
行
普
請
法
上
下
均

ら

も

も

力
也
。
置
十
務
謂
之
寮
含
。
毎
用
首
領

一
人
管
多
人
螢
中
。
令
各
司
共
局
也
。
痛
顧
堵
唱
爲
噸
噸
曽
庄
菜
者

或
有
假
號

目
爲
菓
頭
。
他
皆
倣
此
。

縞
形
混
干
清
衆
。
井
別
致
喧
擁

之
事
。
帥

堂
維
那
槍
墨
・抽
下
本
位
掛
塔
。
損
令
出
院
者
。
貴
安
清
衆
也
。
或
彼
有

所
犯
。
師
以
柱
杖
杖
之
。
集
衆
焼
衣
鉢
道
具
遣
逐
。
從
偏
門
而
出
者
。

示
恥
辱
也
。
詳
此

一
條
制
有

四
盆
。

一
不

占

涛

焼

考

.

(四
)
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(
κ

)

　

　

も

　

　

　

た

　

　

も

　

　

汚
清
衆
生
恭
信
故
癌
環
亦
薩
口不
可
共
佳
。
準
律
合
用
梵
壇
法
治
之
者
。
二
不
殿
僧
形
循
佛
制
故
礎
宜
懲
溌

蒋
留
法
三

不
擾
公
門
省

服
。
後
必
悔
之
。

當
駆
出
院
。
清
衆
既
安
恭
信
生
奥
。

獄
訟
故
。
四
不
洩
干
外
護
宗
綱
故
翻
謙
綱
囎
碑
熾
噺
麟
轄
和
勲
灘
薙
撒
勘
祐
味
鱗
配
騰
魁
翻
贈
撒
蘇
龍
鴨
齢
撫
ガ
畑
識
棒
儲
鵡
範
翻
厳
頒
咽

郁
猫
融
鰯
鯨
圓
悔
臨
蝦
醗
鰍
讃
灘
加
雛
酪
緬
撫
期
翻
曝
可

灘
門
猫
行
。
由
百
丈
之
始
。
今
略
叙
大
要
遍
示
後
代
學
者
。
令
不
忘

本
也
。
其
諸
軌
度
山
門
備
焉
。

、

三
本
各

々

一
字

一
語

の
異
同
は
あ
る
が
、
そ
の
重
要
な

る
鮎

の
み
を
墨
げ
る
と
、
文
中
五
箇
の
割
註
を
存
す
る
中

初
め
よ
り
四
箇

の
割
註
は
、
灘
苑
本
は
之
を
本
文
と
し

て
存
し
、
勅
修
本
は
之
を
存

し
な
い
。
第
五
の
割
註

の
み
は

暉
苑
本
勅
修
本
共

に
本
文
と
し
て
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
て
見

れ
ば
、
明
か
に
灘
苑
本
は
傳
燈
本
を
襲
用
し
た

も
の
で
あ
り
、
古
清
規

の
序
文
と
云
ふ
如
き
別
の
資
料
を
取
入
れ
た
も

の
で
な
い
事
は
明
か
で
あ
る
。
而
し
て
又
、

も

　

傳

燈
本
は
古
清
規
の
序
文
に
四
箇
の
割
註
を
増
補
し
て
牧
録
さ
れ
た
も

の
と
考

へ
る
よ
h
も
、
勅
修
本
が
傳
燈
本
の

　

　

割
註
を
省
略
せ
る
も
の
と
考

へ
た
方
が
安
當
で
あ
、る
。
ま
し

て
時

日
の
経
過
と
共
に
註
を
本
文

に
繰
入
れ

て
了

ふ
事

は
多
く
の
實
例
を
存
す
る
が
、
本
文
が
割
註

の
形
式
に
獲
ず
ち
事
は
先
づ
無

い
と
言

つ
て
よ
い
。
か
く
の
如
き
理
由

に
よ

つ
て
、
そ
の
先
後

の
順
を
考

ふ
る
に
、
傳
燈
録
が
古
清
規

の
序
文
を

取
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
所
謂
古
清
規
序

こ
そ
傳
燈
録
中

の

一
部

の
記
事
を
摘
出

せ
る
も
の
と

さ
る
可
き

で
あ
ら
う
。

　

む

む

む

む

次
に
前
掲
め
傳

燈
本
末
尾

の
今
略
叙
大
要
以
下
の
文
は
勅
修
本
に
於
て
は
他

の
二
本
と
少
し
く
相
違
す
る
。
即
ち

む

む

む

　

　

む

　

む

清
規

木
要
偏
示
後
學
。
令
不
忘
本
也
。
其
諸
軌
度
集
詳
備
焉
。

母
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と
あ
り
、
更

に
之

に
績

い
て
次
の
如
き
重
要
な

る

一
句
が
あ
る
。

億
幸
明
容
旨
。
剛
定
傳
燈
ゆ
成
書
圖
進
。
因
爲
序
引
。
告
景
徳
改
元
歳
次
甲
辰
良
月
吉

日
書
。

こ
れ
即
ち
楊
億

の
自
署
と
見

る
可
き
も

の
で
あ
る
が
、
景
徳
元
年
は
楊
億
が
傳
燈
録

の
爲
め
に
序
を
書

い
た
歳

で

も
あ
る
。
然
し

て
之
に
よ
れ
ば
、
楊
億
は
傳
燈
録
を
捌
定
せ
る
因
縁
に
よ

つ
て
更

に
本
序
を
書

い
た
と
云
ふ
の
で
あ

る
が
、
然
ら
ば
時
間
的
に
傳
燈
録
編
纂
後

の
軌
筆
と
な

つ
て
、
之
と
同
文
の
も
の
が
録
中
に
牧
録
さ
れ
て
ゐ
る
事
實

と
符
合

し
な

い
。

試
鷹
傳
燈
録

の
制
定
を
絡

つ
て
後
に
、
更

に
側
定
者
自
身

の
丈
を
加
入
す
る
と
言

ふ
如
き
は
殆
ど

考

へ
ら
れ
な
い
。

●

・

　

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

更

に
傳
燈
本
の

「
今
略
叙
大
要
…
…
共
諸
軌
度
山
門
備
焉
」
な
る
文
が
、
勅
修
本

に
於
て

「
清
規
大
要
…
…
其
諸

　

　

　

　

の

軌
度
集
詳
備
焉
」
と
凝
化
し

て
ゐ
る
の
は
偶
然
と
は
思
は
れ
な

い
。
明
か

に
本
文
を
し
て
濁
立
せ
る
清
規
書
の
序
な

り
と
信
ぜ
し
め
ん
と
す
る
作
爲

の
跡
が
看
取
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

L

叉
、
傳
燈
本
に

「
今
略
序
大
要
遍
示
後
代
學
者
。
令
不
忘
本
也
」
と
言
ひ
、
勅
修
本

に
も

「
清
規
大
要
偏
示
後
學

令
不
忘
本
也
」

と
あ
る
よ
う
す
れ
ば
、
こ
の

一
文

の
書
か
れ
た
趣
旨
は

「
令
不
忘
本
」
と
云
ふ
鮎

に
存
す
る
の
で
あ

つ
て
、
こ
の
句
意

よ
り
す
れ
ば
、
或
る
清
規
書

の
序
文
と
云
ふ
よ
り
も
、
背
後

に
漸
く
清
規

の
根
本
精
紳
を
忘
却
し

去
ら
ん
と
す
る
時
代

の
趨
勢
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
理
由

に
よ
り
、
私
は
、
勅
修
清
規

の
巻
末

に
牧
め
ら

る
㌧
古
清
規
序
の

一
文
は
、
そ
の
中
に
記
す
如

古

清

規

考

(
六
)
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古

清

規

考

(
七
)

く
楊
億

の
筆

に
成

る
も

の
で
な
く
、
傳
燈
録
中

の
灘
門
規
式
な
る

一
文
を
改
作
し
之
に
古
清
規
序
な
る
標
題
を
附
し

楊
億
の
名
を
加

へ
た
も

の
で
あ

つ
て
、

從

つ
て
原
交
は
當
然
傳
燈
録

の
編
者
溢
原
の
筆

で
あ
り
、
當
時
漸
く
百
丈
灘

師
清
規
制
定

の
精
神
を
忘
れ
去
ら
ん
と
す
る
傾
向

に
封

し
、
之
を
保
存

し
後
學

に
傳

へ
ん
と
す

る
趣
旨
に
出
た
も
の

で
あ
ら
う
と
思

ふ
の
で
あ

る
。
百
丈
灘
師
自
身

の
制
定
に
か
、
る
古
清
規
は
、
百
丈
山
を
中
心
と
し
て
漸
次
四
方

に

流
播
し
て
灘
宗
叢
林

の
典
範
と
な

つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
恐
く
は
、
直
接

に
書
物
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
事

は
嘗

て
無

か
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

こ
れ
は
百
丈
輝
師
自
身
が
、
只
自
己
の
開
創
せ
る
灘
林
に
自
.己
の
抱
懐
せ
る
理
想
を

實
現
せ
ん
と
さ
れ
た
の
み
で
、
之
を
全
灘
林
に
及
さ
ん
と
す
る
如
き
野
心
を
持
た
れ
ざ
り
し
と
、

一
は
そ

の
精
神

の

あ
ま
り
に
純
粋
峻
嚴
な
り
し
爲

め
に
並
旦
遍
性
が
危
ま
れ
た
爲
め
で
は
な
か
ら
う
か
と
想
像
さ
れ
る
。
然
ら
ば
勅
修
清

規

に
於
て
か

、
る
作
爲

の
行
は
れ
た
理
由
は
と
云
ふ
に
、
恐
ら
く
清
規

の
出
篠
を
明
か
に
す
る
目
的
を
以
て
、
傳
燈

③

録

の
側
定
者
に
し
て
文
名

一
世

に
高
か
り
し
楊
億

の
名
を
借
り
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

か
～
る
例
は
他

に
も
あ
る
。
大
正
新
修
大
藏
輕
第
四
十
八
巻
諸
宗
部

五
に

「
無
相
大
師
行
状
」
な
る

↓
篇
あ
り
、

「
楊
億
述
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
無
相
大
師
と
は
永
嘉
集
や
謹
道
歌

の
作
者
と
し
て
有
名
な
る
永
嘉
玄
畳
職
師

の
詮

號
で
あ

る
。
所
が
こ
の

一
文
は
や
は
り
全
文
傳
燈
録
温
州
永
嘉
玄
畳
灘
師

の
項

に
牧
録

さ
れ
て
居
り
、
傳
燈
録

に
は

更
に
こ
の
文
に
績

い
て
永
嘉
集

の
大
意
と
観
心
十
門
な
る
も
の
を
牧
め
、
最
後
に
寂
年
、
設
號
、
修
塔

の
事
實
を
記

し
て
ゐ
る
。

こ
の
行
歌

の

一
文
は
行
文
の
膿
裁
全
く
傳
燈
録
中
の
他
の
傳

記
と
同

一
で
あ

つ
て
、
之
の
み
を
他

の
人
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も

も

物
の
筆

に
成
る
と
見
る
事
は
出
來
な

い
。
然
も
傳
燈
録
に
於
て
は
、

こ
の

一
交
を
除

け
ば
、
永
嘉
灘
師

の
行
状

に
關

す

る
限
り
、
塞
臼
と
な

る
の
で
あ

つ
て
、
か

、
る
重
要
な

る
暉
師
の
傳
に
他
人
の
筆
を
借
り
來
つ
て

一
指
を
添

へ
ざ

る
が
如
き
は
到
底
信
ザ
ら
れ
な

い
。
こ
れ
古
清
規
序

の
場
合
と
同
じ
く
、
傳
燈
録
中

の

一
文
を
抽
出
し
、
捌
定
者
の

"

盛

名

を
借

り
用

ひ

た
好

例

で
あ

ら
う
と

思

ふ
。

註
①
望
月
博
士
編
佛
教
大
僻
典
、
佛
書
解
説
大
嚇
典
、
輝
宗
講
典
、
暉
雛
思
想
史
上
、
佛
教
大
年
表
、
輝
宗
編
年
黒

佛
教
考
古
學
講
座

「輝
宗
の
行

事
作
法
」
其
他
。

勅
修
清
規
編
纂
當
時
樹
古
涛
規

が
存
在

し
た
と
論
ず

る
學
者
す
ら
あ
る

(
輝
林
華
藝
史
課
所
牧
、
本
邦

に
於
け
る
百
丈
清
規

の
流
布

)

②
宋
高
信
傳
巻
第
+

一

(
唐
新

呉
百
丈
山
懐

海
傳

)

大
宋
僧
史
略
巻
上

(
別
立
輝
居
)

佛

祠
統
記
巻
第
四
+

一

(
元
和
九
年
)

佛

祀
歴
代
通
載
巻
第
十
五

(
元
和

九
年
)

繹
代
稽
古
略
巻
第
三
胆
(
百
丈
山

)

③
浦

城
宋
元

明
儒
遺
書
中

に
宋

楊
丈
公
武
夷
新
集

二
+
巻
を
存
す
。
そ

の
楊

丈
公
傳

に
曰
く

一、億

晩
年
頗
留
意

繹
典
有

丈
集

一
百
九
+
四
巷

別
有
西

毘
酬
唱
集

叉
手
錬
時
人
所
作
爲
儒
苑
時

丈
録
虞
宗
嘗
謂

王
旦
日
億
辮
學

無
比
後
學
皆
師
慕
之
丈
章
有

貞
元
元
和
風
格
自
億
始
也
。
」
と
。
こ

の
中
に

は
固
よ
り
古
清
規

の
序

ら
し
き
も

の
存
せ
ず
、
唯
傳
燈
録

の
原
本
と
思
は
る

エ
佛

組
同
参
集

の
序
が
牧

め
ら
れ

て
ゐ
る
。

ー
-

(
三

)

古

済

規

考

(
八
)
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古

浩

規

考

(
九

)

古
清
規
本
の
實
在
が

一
般

に
信
ぜ
ら
れ
た
他

の
理
由
は
、
灘
苑
清
規
以
下
の
清
規
書

の
序
文
に
、
各

々
百
丈
清
規

に
依
擦
す
る
と
云
ふ
如
き
記
事
を
見

る
事

に
よ
る
と
思
は
れ
る
。
帥
ち
、

百
丈
規
縄
。
可
謂
新
條
特
地
。
(
灘
苑
清
規
序
)

叢
林
清
規
。
百
丈
大
智
灘
師
己
詳
。
但
時
代
浸
遠
。
後
人
有
從
簡
便
。
途
至
循
習
。
錐
諸
方
或
不
同
。
然
亦
未
嘗

違
其
大
節
也
。
…
…
吾
氏
之
有
清
規
。
猫
儒
家
之
有
禮
経
。
禮
者
從
宜
因
時
損
盆
。
此
書
之
所
織
大
智
而
作
也
。

(
校
定
清
規
序
)

百
丈
清
規
。
由
是
而
出
。
此
固
叢
林
禮
法
之
大
脛
也
。
然
自
唐
抵
今
。
殆
五
百
載
。
風
俗
屡
攣
。
人
情

不
同
。
則

沿
革
損
盆
之
説
。
可
得
已
哉
。
(
備
用
清
規
序
)

等
と
言
は
れ
、
所
謂
古
清
規
序

の
存
在
と
相
侯

つ
て
、
有
力
な
資
料
と
な

つ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
然
し
な
が
ら
、

右
の
如
き
序
文
を
見
る
と
、

一
見
古
清
規
書

の
實
在
を
前
提
と
す
る
や
う

で
あ

る
が
、
さ
れ
ば
と

て
、
熟
護
す

れ
ば

之
を
明
臼
に
實
謹
す
る
語
句
は

一
も
見
當
ら
な
い
の
で
あ
る
。
之
等
は
何
れ
も
清
規

の
畦
來
す

る
所
百
丈
暉
師

に
あ

る
を
述

べ
巳
が
出
擦
を
明
か
に
し
た
に
止
ま
る
と
見

て
よ
い
。
要
す
る
に
何
れ
も
古
清
規
の
内
容

に
關
す
る
限
り
、

も

も

傳
燈
録
を

一
歩
も
出
て
居
な

い
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
而
し
て
、
濯
苑
清
規
序
に
於
て
百
丈
規
縄
と
あ

る
に
注
意

も

　

す
可
き

で
あ

る
。
傳

燈
録
に
於
て
暉
門
規
式
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
語
と
見
合
せ
て
、
清
規
な

る
成
語
は
恐
く
暉
苑
清
規

が
最
初

で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
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古
清
規
本
の
存
在
を
明
警

記
録
す
る
も
の
は
、
支
那
に
於
て
は
前
記
古
窺

序
が
聖

の
も
の
で
あ
る
が
・
本

ド

②

邦

に
於

て
、
元
蘇
年
問
の
編
述
に
か
＼
る

「
灘
籍
志
」

の
書
目
禮
範
類
之
部

に
左
の
如
き
書
目
を
見
る
。

百

丈

古

清

規

二

・巻

東
陽

至

正

清
賎規

四

雀

即
ち
古
清
規
と
勅
修
清
規
を
甑
別
し
て
基
げ

て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、
更
に
古
清
規

に
就

い
て
、
所
謂
古
清
規
序
を

引
用
す

る
他
、

大
藁
禮
法
。
殆
如
・有
土
之
君
置
レ官
致
ワ政
。
記
レ之

一
雀
。
名
累百
丈
古
清
規
一。
未
レ考
噌荷

人
所
ワ編
。
宋
景
徳
初
。
翰

林
學
士
楊
億
序
。

自
レ時
蕨
後
。
'叢
林
叉
出
三

四
本
清
規
一是
斯

以

鷹
レ時
随
レ宜
。
不
"能
y無
昌洛
革
一也
。
然
而
大
同

小
異
。

不
シ失
昌本
節
一也
。

　

も

と
あ

る
を
見
れ
ば
、
上
述
の
如
き
錯
誤
以
外
に
別
段
新
資
料

に
墓
け
る
も
の
と
は
思
は
れ
な

い
。
唯

二
巻
と
あ
る
は

勅
修
清
規
の
複
刻
版
な

る
二
雀
本
と
混
同
し
た
の
で
あ
ら
う
。

以
上
種

々
の
論
擦

に
よ
り
q
少
く
と
も
、
古
清
規
書

の
存
在
は
現
存

の
資
料
よ
り
は
之
を
立
謹
し
能
は
ざ
る
所
以

を
述

べ
た
。
許
さ
る
～
な
ら
ば
、
古
清
規
書

の
編
纂
は
嘗

て
行
は
れ
し
事
な
く
、
傳
燈
録
中

の
灘
門
規
式
な
る

一
文

が
そ
の
内
容
を
傳

へ
る
唯

一
の
文
献

で
あ
b
、
溝
規
書

の
編
纂
は
縄
苑
清
規
を
以
て
嗜
矢
と
す
る
と
結
論
し
た
い
。

而
し

て
各
清
規
書

の
内
容

に
鯛
れ
て
論
述
す
る
暇
を
持
た
な
か

つ
た
が
、
若
し
古
來
或
る
期
問
古
清
規
本
が
嚴
と
し

古

清

規

考

(
唄
○
)

葡



古

清

規

考

(
一
一
)

て

存

在

し

、

現

存

清

規

書

の

編

者

が

之

を

見

た

と

す

る

な

ら

ば

、

各

清

規

書

の

内

容

は

現

在

と

は

絵

程

凝

つ

て

ゐ

る

で

あ

ら

う

と

思

ふ

。

百

丈

灘

師

の

椹

威

は

、

現

存

の

も

の

に

見

る

如

き

、

灘

宗

本

來

の

立

場

よ

り

す

れ

ば

不

純

分

子

と

目

さ

る

～
部

分

の

纂

入

に

大

な

る

重

駆

を

加

へ
ら

れ

た

で

あ

ら

う

と

思

ふ

か

ら

で

あ

る

。

註
①

「
組
堂
集
」
は
傳
燈
録

よ
り
も

五
+
餓
年
前

に
編
纂
さ
れ
た
灘
史
で
あ

つ
て
、

百
丈
輝
師

に
關

し
て
は
最
古

の
史
傳
と
見
る
可
き

も
の
で
あ
る

が

之

に
は

〔
自
饒
化
縁
終
姶
脩
陳
實

録
」
と
あ
超
、

「
實
録
」
以
外

に
清
規
制
定
若
く

は
編
纂

の
南
實

に
鰯
…れ

て
居
ら

ぬ
。

又

唐

洪
州

百
丈
山
故
懐

海
暉

師
塔
銘
」
は

兀
和
十
置
年

に
陳
詔
め
書

い
た
も
の
で
あ

り
、
全
唐

文

に
も
牧

め
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
之

に
は
語
録
等

に
醐
し
て
は

「
門

人
紳
行
梵
雲
。
結
集
微

言
。
纂
成
語
本
。
…
…
初
閲
越
簸
謳
律
師
。

一
州

(
州

か
?
)
教
宗
。

三
學
蹄
仰
。
嘗
'以
佛
性
有
無
。
鰯

風
壷
問
。
大

師
寓
書

以
繹

之
。
今
與
語
本
並
洗
干
後
學
」

と
見

え
、

や
は
り
清
規
編
…纂

の
事

は
見
え
な

い
。

②

大
日
本
佛
教
全
書

一

(
佛
教
書

籍
目
録
第

一
)

(
終

に
快
く
圖
書
閣
覧
を
許
さ
れ
且
種

々
便

宜
を
輿

へ
ら
れ
た
る
龍

谷
犬
學
圖
書
館

、
大
谷
大
學
圓
書
館
、
東
方

叉
化
學
院
京
都
研
究
所

の
各
位

に
封

し
、
深
甚

の
謝
意

を
表
す
。
)
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